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議　題 概　要 結　果

議
決
事
項

第77期司法修習予定者向け東京三会就職支援事業に関する東京三会・日弁連及び関弁連との五会協定書締結の件 2023年度就職合同説明会等の東京三会就職支援事業について、東京三会・日弁連及
び関弁連における役割や説明会への参加基準を明確にするため協定書を締結 異議なく可決承認

入会審査及び指定法付記請求 入会審査13件、指定法付記請求2件 異議なく可決承認

諮
問
事
項

資格承認及び特定外国法指定 資格承認申請5件、特定外国法指定申請2件 承認を是とする旨を異議なく答申

第77期司法修習予定者向け東京三会就職支援事業に関する東京三会と株式会社学情との業務委託契約書締結の件 2023年度就職合同説明会について、株式会社学情に運営業務等を委託 締結を是とする旨を異議なく答申

業務支援室嘱託（高齢者・障がい者総合支援センター担当）選任（新任1件、再任1件）の件 業務支援室嘱託（高齢者・障がい者総合支援センター担当）2名の選任（新任1件、
再任1件） 選任を是とする旨を異議なく答申

当事者鑑定費用援助の件 国選弁護事件の当事者鑑定費用への刑事弁護等援助金の支出に関する、
刑事弁護等援助金規則第2条第3項に基づく諮問 申請のとおり支出することを是とする旨を異議なく答申

調査室嘱託弁護士（会規等に関する調査担当）選任（新任1件、再任1件）の件 調査室嘱託弁護士（会規等に関する調査担当）2名の選任（新任1件、再任1件） 選任を是とする旨を異議なく答申

懲戒委員会嘱託弁護士選任（再任）の件 懲戒委員会嘱託弁護士1名の選任（再任） 選任を是とする旨を異議なく答申

令和4年度一般会計・特別会計決算の件 左記議案を二弁定期総会（5/31）に付議する件 総会付議を是とする旨を異議なく答申

令和5年度一般会計・特別会計予算案の件 同上 総会付議を是とする旨を異議なく答申

令和6年度4・5月分　一般会計・特別会計暫定予算案の件 同上 総会付議を是とする旨を異議なく答申

綱紀委員会委員選任の件 同上 総会付議を是とする旨を異議なく答申

総会議案諮問事項6において選任された委員がその選任後任期満了までに欠けた場合の補欠選任について常議員会に一任する件 同上 総会付議を是とする旨を異議なく答申

災害その他やむを得ない事由により、令和5年度の臨時総会が令和6年1月までに、また、令和6年度の定期総会が5月に開くことができないときには、
当会資格審査会委員及び予備委員、綱紀委員会委員及び予備委員並びに懲戒委員会委員及び予備委員の選任を常議員会に一任する件 同上 総会付議を是とする旨を異議なく答申

報
告
事
項

早期独立弁護士支援ワーキンググループ設置要綱一部改正の件 左記設置要綱の改正報告

株式会社NSDとのコンサルティング（IT業務支援）契約の件（本年6月～9月分） 左記契約の締結報告

（日）法制審議会商法（船荷証券等関係）部会 「船荷証券に関する規定等の見直しに関する中間試案」に対する意見案の件 左記意見の回答報告

特定少年の実名報道に対して抗議する会長声明の件 2023年4月26日に会長声明を発した旨の報告

「袴田事件」の速やかな再審公判の開始と袴田巌さんに対する無罪判決を求める会長声明の件 2023年4月27日に会長声明を発した旨の報告

憲法記念日を迎えての会長声明の件 2023年5月3日に会長声明を発した旨の報告

弁護士推薦委員会報告の件　 推薦結果の報告

2023年度委員選任の件（理事者一任事項の選任報告） 決定した委員人選の報告

2023年度幹事選任の件 決定した幹事人選の報告

会員異動の件（登録取消及び登録換え含む。4/30現在） 4/30現在　6,849名（正会員6,456名、外国特別会員205名、法人会員182名、外国法人特別会員6名） 
登録取消11件、登録換え退会11件

今回は菅沼友子前年度会長より、令和4年度会
務報告と、5月31日の定期総会の議題としてもっ
とも重要な、令和4年度決算及び令和5年度予算

常議員会
〈報告者〉  雪竹 奈緒（55期）

令和5年5月9日 常議員40人中32人出席

報告
の諮問がなされた。
菅沼前会長からは、前年度の取り組みとして、
多様な意見の会務への反映への取り組み（常議員
会の活性化等）、当会の中長期課題への取り組み
（財政健全化、システムリプレース等）、日弁連へ
の課題との連携（再審法改正、法律扶助改革等）
について報告があった。
令和4年度決算については、岡村前副会長より、
4774万円の黒字決算（臨時的な収入などを除い
て実質1774万円）になったことの報告があった。

青木前年度監事、上本前年度監事より、決算が正
当なものである旨の報告、及び引き続き財政健全
化への取り組みが重要であるという提言がなされ
た。黒字決算になったことは、会員のご理解の下、
前年度の取り組みが実を結んだ成果であると思う
が、今年度は新型コロナウイルス感染症が5類感
染症に移行したこともあり、会務が活発化するこ
と、基本財産基金特別会計が将来的に枯渇する可
能性があること等からすると、引き続き財政健全
化への取り組みが必要だと感じた。

令和5年度の予算については、牧田今年度副会
長より説明があった。前年度に引き続き、安易な
赤字予算を組まないよう、支出については過去の
執行率を意識し、なるべく予算の赤字幅を減らす
方針であるとの報告がなされた。弁護士会に求め
られる役割や課題が増える中、会務の活性化と支
出の抑制を両立することは大変なことと思うが、
会員の理解を得るため十分な説明を行い、透明性
を確保しつつ、財政健全化に向けて引き続き取り
組んでいただきたい。�

常議員会報告


